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2 3

校　　　　　訓

「済
せい

美
び

（美を済
な

す）」
中国の歴史書『春秋左氏伝』の一節である

「世々済其美　不隕其名（世々その美を済
な

し，
その名をおとさず）」からとられたもので，創
立以来の校訓である。
「済美」の精神とは，「人としての美しい生き
方，在り方を探求する豊かな心を持ち続けるこ
と」である。

　　　　 校 章 由 来

男女共学後の昭和51年４月１日に制定された
もので，伸びゆく若葉を校名の一字「大」の文
字にデザインしている。それまでの校章は，江
戸時代の長岡藩主牧野氏の家紋である「三ツ柏」
をモチーフにしていた。新しい校章の制作に当
たり，数多くの応募作品があったが，その中か
ら在校生佐藤由美子さん（昭和52年３月卒）の
作品が選ばれ，美術評論家本間正義氏の御指導
を得て制定された。

教　育　目　標

１　自主・自律の精神を養い，連帯意識を高め…
る。
To  f o s t e r  i n  s t u d e n t s  a  s p i r i t  o f 
independence, an attitude of autonomy, and 
a sense of togetherness.

２　気力・体力の充実を図り，情操を豊かにす…
る。
To build students’ mental and physical 
strength and enrich their hearts.

３　学力や技能を高めるとともに，進路希望を
達成させる。
To improve students’ academic ability and 
skills and provide guidance so that they 
can achieve their academic and career 
aspirations.
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4 5

と改称
昭和27年10月11日　創立50周年記念式典挙行
昭和37年10月１日　創立60周年記念式典を市厚

生会館で挙行
昭和38年４月１日　家政科設置

９月３日　四郎丸町字沖田に校舎移転
改築起工式挙行

昭和41年９月１日　四郎丸町の現校舎に全校移転
昭和42年４月１日　新潟県立長岡大手高等学校

と改称
11月４日　新校舎移転改築竣工式挙行

昭和43年８月２日　水泳プール竣工
昭和45年３月31日　定時制課程閉校

６月29日　第２体育館竣工
昭和47年９月16日　創立70周年記念式典挙行
昭和48年11月29日　男女共学校に転換決定
昭和49年４月８日　男子生徒106名入学
昭和51年４月１日　新校章制定

４月７日　新校章バッヂ制定
12月17日　新校歌制定

昭和52年１月24日　格技場竣工
５月１日　新校歌発表会
12月５日　新校旗樹立

昭和53年10月31日　第１回東山大遠足（全行程
33㎞）

昭和55年10月３日　第２グラウンド竣工
昭和57年９月18日　創立80周年記念式典挙行

沿　　革　　史
明治36年５月１日　古志郡長岡町大宇新町に古

志郡立長岡高等女学校とし
て開校及び入学式挙行。学
級２，生徒100，職員15

７月７日　済美会発会式
明治40年３月８日　長岡市立長岡高等女学校と

改称
４月１日　新潟県立長岡高等女学校と

改称
大正13年11月３日　第１回明治神宮競技大会の

50Ｍ及び400Ｍリレーに優
勝，以後大正14年，15年と
３年連続優勝

昭和３年10月17日　御大礼記念並びに創立25周
年記念式挙行，新校歌制定，
記念式典に合唱（旧校歌）

昭和19年１月28日　保育所開設
昭和20年８月１日　長岡大空襲。校舎は焼失を

免れるも，生徒40名死亡
昭和23年４月１日　学制改革により新潟県立長

岡女子高等学校と改称
５月30日　定時制課程（中心校・夜間）

開設
昭和25年４月１日　被服科，保育科設置

６月25日　新潟県立第二長岡高等学校
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6 7

平成23年11月９日　管理棟改修・補強Ⅰ期工事
完了

平成24年10月13日　創立110周年記念式典挙行
11月９日　管理棟改修・補強Ⅱ期工事

完了
平成26年11月26日　普通教室棟改修・補強Ⅰ期

工事完了
平成27年11月30日　普通教室棟改修・補強Ⅱ期

工事完了
平成28年11月25日　第２体育館改修・補強工事

完了
平成29年11月９日　格技場改修・補強工事完了
令和元年10月15日　全普通教室に電子黒板設置

完了
令和２年３月19日　特別教室に電子黒板設置完

了
令和４年10月15日　創立120周年記念式典挙行
令和５年６月28日　中庭に屋外ステージ竣工

昭和59年12月13日　教室棟大規模補修工事完了
昭和60年３月　　　校門脇築山に校歌碑建立
昭和62年11月24日　プール改築工事完了
平成元年４月11日　服装自由化（制服廃止）
平成４年３月24日　幼稚園舎改築

７月13日　済美会館竣工
９月19日　創立90周年記念式典挙行
９月30日　管理棟補修工事完了
12月22日　プール上屋工事完了

平成７年11月６日　第１体育館改修工事完了
平成８年９月５日　グラウンド改修工事完了

11月28日　特別教室棟配管改修工事完了
平成９年12月17日　第２体育館改修工事完了
平成10年10月21日　特別教室棟耐震改修及び外

壁工事完了
平成11年９月30日　テニスコート大規模改修工

事完了
平成12年１月27日　格技場改修工事完了

３月31日　保育科・附属幼稚園の閉科・
閉園

９月17日　特別教室棟大規模改修工事
完了

平成13年３月８日　幼稚園棟内部改修工事完了
平成14年10月26日　創立100周年記念式典挙行
平成21年10月31日　被服科閉科式典挙行
平成22年３月31日　被服科閉科

５月８日　新・済美会館竣工式挙行
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8 9

新潟県立長岡大手高等学校校歌
西脇順三郎　作詞
三 善 　 晃　作曲

新潟県立長岡大手高等学校校歌
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三 善 　 晃　作曲

１　ああこの学園の人々よ歌え
蒼
あお

柴
し

野
の

の森は桜咲き
心は清く香

かお

るとき
はるか天

てんたい

体の曲
きょく

に相
あいわ

和し跳
おど

る
大手に集

つど

う若
わか

人
うど

たち
この学びの故

ふるさと

郷は尊
とうと

し

２　ああこの学園の人々よ歌え
黄
おう

金
ごん

のみのり野にあふれ
真
しん

理
り

の極み満
み

つるとき
すべて在

あ

るものは歴史ひらめくことか
名
みょ

利
うり

を捨
す

てて豊
ほう

饒
じょう

なり
この学びの故

ふるさと

郷は尊
とうと

し

３　ああこの学園の人々よ歌え
悠久の山うららかに
信濃の川に映

うつ

るとき
遠く海

かい

潮
ちょう

の音
おん

にみみかたむける
沖田の人は賢明なり
この学びの故

ふるさと

郷は尊
とうと

し
（昭和51年12月17日制定）

JASRAC　出1314633－310
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10 11

校　　　　　歌（旧）
相馬 御 風　作詞
中 山 晋 平　作曲

校　　　　　歌（旧）
相馬 御 風　作詞
中 山 晋 平　作曲

１　朝の光に咲き匂ふ
悠久山の春の花
夏にも冬にも色かへぬ
蒼
あお

柴
し

の森の姫松の
やさしく強き心もて
希望の方

かた

へいざ伸びん

２　賤
しづ

が伏
ふせや

屋も高
たかどの

楼も
包みて清き白雪の
飾らず汚れぬ誠

まこと

もて
澄みわたりたる久

ひさかた

方の
天
あま

つみ空とさはやかに
清くゆたけく生きゆかん

３　よき師よき友よき教へ
わがまなびやは朗

ほが

らけき
光に満ちたる愛の園

その

いざや，はらから朝
あさゆう

夕に
共に手をとり学びつつ
正しき道に進まなん

（昭和３年10月制定）

優しく郎らかに　Ｍ．Ｍ．　34
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12 13

創立記念の歌
中村 秋 香　作詩
小山作之助　作曲

創立記念の歌
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小山作之助　作曲

１　明治の36年５月
月立つ初

はじめ

の一
いちじつ

日をもて
吾
わ

儕
なみ

の為におかれたる
この長岡の学

まなびや

校は
新築めでたく成

なり

整ひて
いと賑はしく開かれにたり

２　窓より望めば南は田
たはた

圃
西には西山北には弥彦
東は遠く千

ち

町
まち

田
だ

を
隔てて向

むか

ふ東山
此
こなた

方に見ゆるは悠久山よ
あな世に勝れし野山の景

けい

や

３　風景のみかは吾が此の窓は
校風規律もまた世に優れ
悠久山の末長く
弥彦の山の高き名を
事実の上より四方に取りて
遍
あまね

く世にこそ仰がるべけれ
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14 15

第 一 応 援 歌
若林喜三郎　作詞
川 原 勝 久　作曲

第 一 応 援 歌
若林喜三郎　作詞
川 原 勝 久　作曲

１　嗚
あ

呼
あ

逝
ゆ

く春も来る秋も
燦
さんらん

爛の夢よそにして
熱
ねつ

涙
るい

ともに鍛へてし
力示さん時ぞ今
いざ君起てよ聖戦の
鐘鳴りひびく君起てよ

２　紺
こんぺき

碧深き蒼
そう

穹
きゅう

に
相
あい

撃つ征
そう

箭
や

は高鳴りぬ
古
こ

志
し

の国
くにはら

原討ち薙
な

ぎて
覇
は

者
しゃ

とし立たん人や誰
いざ君起てよ聖戦の
鐘鳴りひびく君起てよ

３　柏
はく

葉
よう

城下陽
ひ

は落ちて
大河の流れゆるむ時
銀漢映

は

ゆる校庭に
我は仰がん優勝旗
いざ君起てよ聖戦の
鐘鳴りひびく君起てよ
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第 二 応 援 歌
鈴木宇良子　作詩
斉藤フサ子　作曲

第 二 応 援 歌
鈴木宇良子（高全10回生）作詩
斉藤フサ子（高全11回生）作曲

１　鋸
のこぎ

厳
りげん

とゆるぎなく
われら勝利に胸燃えて
朝
あした

・夕べに鍛へこし
日頃の力今示す
堂々たりわが選手

２　暑さ寒さもいとひなく
われら勇者の意気たかし
強く正しき力もて
輝く誉

ほまれ

を勝ち取らん
整々たりわが選手

３　信濃の大河洋々と
われら勝者の功

いさをし

を
称
たた

へて映
は

ゆる旗の色
勝ちて静かに進みゆく
粛
しゅく

々
しゅく

たりわが選手
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18 19

６　　　　限
＊清掃・放課　＊学校行事等で終了が遅くなることがある

14：50　～　15：45

全 校 集 会
Ｓ　Ｈ　Ｒ
１　　　　限
２　　　　限
３　　　　限
昼　休　み
４　　　　限
５　　　　限
６　　　　限
＊清掃・放課

８：40　～　８：55
９：00　～　９：05
９：10　～　10：05
10：15　～　11：10
11：20　～　12：15
12：15　～　13：00
13：00　～　13：55
14：05　～　15：00
15：10　～　16：05

Ｓ　Ｈ　Ｒ
１　　　　限
２　　　　限
３　　　　限
昼　休　み
４　　　　限
５　　　　限

８：40　～　８：45
８：50　～　９：45
９：55　～　10：50
11：00　～　11：55
11：55　～　12：40
12：40　～　13：35
13：45　～　14：40

＜生　活＞
１　始業後授業終了まで，校外に出てはならない。

やむなく校外に出る必要が生じたときは学
級担任または授業担任の先生に届け出て許可
を得る。
２　校時は次の表による。

全校集会時程

生活のきまり
本校生徒は，つねに真理を求め，豊かな人格
と個性を養い，自己を生かし，正しい社会をつ
くることを目指して学ぶものである。
生徒は，厳しく自己を鍛え，お互いに励まし
あい，啓発しあい，それぞれの目的達成につと
めなければならない。
次に示すきまりは，生徒の生活の一部分につ
いてのきまりであり，他は生徒の自主的判断に
ゆだねられている。生徒は明確な生活目標をた
て充実した毎日を過ごし，自主的に判断し，責
任ある行動をしなければならない。
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20 21

10（下宿）下宿するときは，学級担任に届け出
て指導を受ける。
11（政治的活動）選挙運動及び政治的活動につ
いては，関係する法律を遵守するとともに本
校生徒としての自覚を持って行うこと。

＜交　通＞
１（自転車の通学）自転車通学をする時は，学
級担任に届け出て許可を受け，係の先生の指
導を受ける。ヘルメットの着用を推奨する。
原動機付自転車，自動二輪車，自動車，電動
キックボードによる通学は認めない。
２（バイク免許取得等）原動機付自転車，自動
二輪車等の免許取得は原則として認めない。
ただし，特別の事由により，保護者の申し出
があった場合，原動機付自転車（50㏄未満）
に限り許可することもある。
３（自動車免許取得等）自動車の免許取得は原
則として認めない。ただし，３年生の進路決
定者で，欠点科目がなく卒業が見込まれる者
は，「自動車学校入校許可願」を提出し，許
可を得ることができる。
（期間に関する条件）入校は２学期終業式後
からとし，免許取得のための学科教習・技能
教習または検定等を，授業日に受けてはなら
ない。なお，免許取得後も，３月末日までは
運転してはならない。

３（遅刻・欠課・早退）遅刻したときは，直ち
に学級担任にその理由を届け出る。
欠課・早退しなければならないときは，学
級担任に届け出て許可を得る。

４（欠席）欠席するときは，学級担任に届け出…
る。
５（忌引）忌引の場合も学級担任に届ける。
忌引日数　父　母　　７日　兄弟姉妹　３日

祖父母　　３日　伯叔父母　１日
曾祖父母　１日

６（情報モラル）携帯端末は，「８：30から授
業終了まで校地内で使用禁止」とする。
歩行中や，自転車に乗りながらの使用はし

ないこと。電車・バス等の車中，公共機関で
の使用やインターネット等を利用する場合も
ルール，マナーを厳守すること。
７（外出）深夜に及ぶ外出，又は高校生に不適
当な場所への出入は厳に慎む。
８（旅行・海水浴・登山・スキー・キャンプ）
休日等を利用して，旅行，海水浴，登山，ス
キー，キャンプを行うときは必ず，保護者の
同意を得て，家庭の責任において行うこと。
９（アルバイト）アルバイトについては，原則
として禁止する。ただし，特別の事由により，
保護者等の申し出があった場合は，審議の上，
許可することもある。また，長期休業中も同
様とする。
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22 23

身だしなみについて
生活委員会

身だしなみについては，長岡大手高校生とし
ての自覚に基づき，いたずらに流行をおったり
華美にならず，清楚で活動的であるよう留意する。
１　服　装
活動性・安全性に留意し，華美なものは避
け，質素端正で清潔感を与えるよう心がける。
スカートは長すぎるもの，短いものははか
ない。肩，背中，胸，腹を出さない。

２　髪
服装同様，質素端正で清潔感を与えるよう
心がける。パーマをかけたり，髪を染めたり
しない。

３　靴
通学用にはサンダルやかかとの高い靴は履
かない。内履きは運動靴とし，学年の靴ひも
を使用する。

４　装身具
ピアス，ネックレス，指輪，腕輪などはし
ない。

５　その他
　マニキュア・化粧などはしない。

４（交通事故，交通違反）交通事故に遭った場…
合，または交通違反をした場合は，直ちに，
学校にも報告する。

＜服　装＞
１　服装は学校生活にふさわしく，品位のある
ものとし，次の点に留意すること。
１　安全性
２　活動性
３　清潔感
４　質素端正
２　その他の細部については生活委員会で決める。

＜届け出・願い等＞
次の届け出，願い等は所定の様式による。
欠席届，忌引届，遅刻届，早退届（以上は口
頭で届けてもよい。），公欠届，自転車通学許
可願，アルバイト許可願。
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24 25

日 直 の 仕 事
１　真剣な学習の場であり，人間形成の場であ
る学級の運営を円滑にするためにおかれるの
であるから，日直は責任を持って任務を行わ
なければならない。
２　ホームルーム員全員がこれにあたり，輪番
でこれにつく。
３　窓の開放，教室の整頓，美化につとめる。
また，毎授業後，黒板の文字を消し，黒板拭
のよごれているものはきれいにしておく。
４　先生に指示された教具を整える等，次の時
間の準備をする。また，授業開始後，先生が
教室に来られない場合は，すぐ先生の所へ行
きその指示を受ける。
５　時間変更板に注意し，翌日の時間変更を間
違いなく全員に伝達する。
６　教室の蛍光灯は必要な時だけ点灯し，不要
になったら直ちに消灯する。
７　清掃終了後１日の反省をしてホームルーム
日誌をつけ，戸締りをし，日誌を担任に提出
する。
８　その他必要に応じて適宜の処置をする。
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と
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。
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。
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な
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。
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、
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岡
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に
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い
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ま
し
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う
。
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に申し出る。
● 館外貸出規則
１　貸出は開館時間中に行う。
２　図書の貸出は３冊以内とする。
３　貸出期間は２週間以内とする。
４「禁帯出」の図書および新刊雑誌の貸出は
しない。ただし，特別の事情があるときは，
係職員に申し出ること。クラブに対する貸
出もこれに準ずる。
５　図書の貸出，返却は次の手続きによる。
＜貸　出＞
①　図書を貸りる場合は，係に申し出て
所定の貸出手続きを行う。
②　貸出を受けた図書はていねいに取り
扱うとともに，他人に転貸しない。

＜返　却＞
①　図書を返却する場合は，開館時はカ
ウンターに，閉館時は返却箱に返す。

②　返却が遅れた場合は，催促状を発行
する。

６　貸出中の図書を紛失した場合は直ちに係
職員に届け出る。なお原則として現品ある
いはそれと同額を弁償する。

図書館利用案内
図書館は，読書・資料検索・学習・研究のた
めの共有の施設である。有効に活用するととも
に，他の利用者の迷惑にならないよう心がけな
ければならない。
● 閲覧規則
１　開館は始業時より午後５時までとする。
２　休日および学校行事など特別の場合は閉
館とする。

３　長期休業中の開館および貸出については，
そのつど別に定める。

４　図書は定められた手続きをしなければ館
外に持ち出すことはできない。

● 図書館利用心得
１　図書館へは不要な物は持ち込んではなら
ない。

２　図書館での飲食を原則禁ずる。また携帯
電話の使用や私語を慎み，他の利用者の迷
惑にならないようにすること。

３　図書は大切に取り扱い，折り目をつけた
り，線を引いたり，書き込みをしたり，ペー
ジの切り取りや，写真の切り抜きなどはし
ない。

４　閲覧の終わった図書は分類別に書架のも
との場所に正しく返納する。

５　書庫の図書を閲覧したいときは，係職員
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第５章　総　　　会
第５条　総会は第２章の目的を達成するため，
次の事項を承認および決議する。
⑴　予算・決算
⑵　会則改正
⑶　その他重要な事項
第６条　定期総会は年１回開くものとする。た
だし次の場合は臨時総会を開くことができる。
⑴　全会員からの要求があったとき。（原則
５分の１）
⑵　会長が必要と認め，総務が承認したとき。
⑶　職員から要求があったとき。
第７条　総会の議長は総務で指名し総会で承認
を得る。
第８条　総会は全会員の３分の２以上の出席を
もって成立し，議決は出席会員の過半数をもっ
て決する。
ただし，可否同数の場合は議長の決するも
のとする。

第６章　委　員　会
第９条　本会は執行機関として，下記の委員会
を置く。
⑴　生活委員会　　⑵　文化委員会
⑶　体育委員会　　⑷　保健委員会
⑸　美化委員会　　⑹　図書委員会

新潟県立長岡大手高等学校済美会会則

第１章　名　　　称
第１条　本会は新潟県立長岡大手高等学校済美
会と称する。

第２章　目　　　的
第２条　本会は本校の教育方針に則り，生徒の
自治活動を通じて，会員相互の親睦を深め，
個人の完成に努め，社会生活の修練をすると
共に，本校の発展をはかることを目的とする。

第３章　会　　　員
第３条　本会は本校生徒全員をもって構成し，
職員を顧問とする。会員はホームルームに属
し，総会に出席する権利と義務を有する。

第４章　機　　　関
第４条　本会は第２章の目的達成のため，次の
機関を置く。
⑴　総　　　会
⑵　委　員　会
⑶　広　報　部
⑷　ホームルーム
⑸　ク　ラ　ブ
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⑹　図書委員会
各ホームルームから１名ずつ選出された

委員で構成し，図書関係の一切の任務を行
う。
⑺　広報委員会

各ホームルームから１名ずつ選出された
委員で構成し，新聞・機関誌の編集発行を
行う。
⑻　防災委員会

各ホームルームから２名ずつ選出された
委員で構成し，冷・暖房（灯油含）の管理，
避難訓練等の任務を行う。

第11条　各委員会は必要に応じて定例会議を開
くものとし，その決議及びそれに基づく執行
は事前もしくは事後に，総務・顧問の承認を
得なければならない。

第７章　総　　　務
第12条　本会は下記の総務を置く。

正副会長，書記局長，書記局員，会計局長，
会計局員。
ただし両局長，並びに局員は会長の委嘱に
よる。上記の総務員はホームルーム役員を兼
任することはできない。
第13条　総務の任務は下記のとおりとする。
⑴　会　　長　本会を代表し，会務を掌理す

る。

⑺　広報委員会　　⑻　防災委員会
第10条　各委員会の構成及び任務は下記のとお
りとする。
⑴　生活委員会

各ホームルームから２名ずつ選出された
委員で構成し，校内及び校外生活の秩序の
維持にあたる。

⑵　文化委員会
各ホームルームから２名ずつ選出された
委員で構成し，済美祭等一切の文化的任務
行う。尚，済美祭のクラス企画に関しては
済美祭実行委員が主として行う。済美祭実
行委員は各ホームルームから２名ずつ選出
し，文化委員との兼任はできない。済美祭
実行委員長は文化委員長が兼任する。

⑶　体育委員会
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る。
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委員で構成し，保健衛生に関する一切の任
務を行う。
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各ホームルームから２名ずつ選出された
委員で構成し，清掃及び校内美化に関する
一切の任務を行う。
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⑹　図書委員会
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任することはできない。

第13条　総務の任務は下記のとおりとする。
⑴　会　　長　本会を代表し，会務を掌理す

る。

⑺　広報委員会　　⑻　防災委員会
第10条　各委員会の構成及び任務は下記のとお
りとする。
⑴　生活委員会
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各ホームルームから２名ずつ選出された
委員で構成し，体育行事の計画執行にあた
る。

⑷　保健委員会
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名，並びに局員若干名で組織され，総会の記
録，済美会会報の発行，印刷，通信など一切
の書類の管理を行う。
第19条　会計局は会長により委嘱された局長１
名，並びに局員若干名で組織され，予算，決
算をはじめとする会計事務一切を行う。

第10章　ホームルーム
第20条　各ホームルームには下記の役員を置く。
⑴　ホームルーム長　　　１名
⑵　副ホームルーム長　　２名
⑶　各委員（生活，文化，体育，保健，美化，
図書，広報，防災）
ただし，前年度の各委員会の正副委員長

は選挙によらず，そのホームルームの委員
となり，引続きその任を遂行する。

第21条　１年生の役員は必要に応じて再編成す
るものとし，２・３年のクラスの役員は新学
期１週間後に選挙する。その間級係がその役
に当たる。任期１年とする。

第11章　クラブ（部活動）
第22条　クラブは下記のクラブに分け，希望者
のみ加入とする。
（体育部）テニス，ソフトテニス，ソフト…

ボール，卓球，バレーボール，バ
スケットボール，ダンス，陸上競技，

⑵　副 会 長　会長を補佐し，事故ある時は
これに代わる。

⑶　書記局長　書記局を代表し，書記局の事
務一切の責任を負う。

⑷　会計局長　会計局を代表し，会計局の事
務一切の責任を負う。

第14条　総務の任期は１年とし，再選任をさま
たげない。次期総務は選挙後に，選出及び委
嘱され，その後，正式引継をする。

第８章　選　　　挙
第15条　総務の選出は下記のとおりとする。
⑴　会　長　　１名
⑵　副会長　　２名
第16条　正副会長の選挙は，全会員の投票によ
り，２年生中より会長１名，副会長１名，１
年生中より副会長１名を選出する。
総務の罷免は，総会において３分の２以上

の議決を得た場合に成立する。
第17条　正副会長の選挙に関する事務は選挙管
理委員会が管理する。選挙管理委員会は各ク
ラスより１名選出された委員で構成され，委
員長は互選とする。
選挙は選挙細則による。

第９章　書記局，会計局
第18条　書記局は会長により委嘱された局長１
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として不適当と認められた場合，顧問会議で
審議され，校長の承認をもって同好会とする。
第28条　２年間部員が加入せず，活動がない部
については休部とする。休部中顧問，予算は
つけない。休部から２年間部の状況が変わら
なければ廃部とする。

第12章　同　好　会
第29条　同好会の成立には次の条件を必要とす
る。
⑴　同好者がいる。
⑵　顧問の指導が得られる。
⑶　活動する場所がある。
⑷　校長の許可がある。
⑸　現在クラブとして成立しているものにつ
いては認めない。

第30条　同好会は予算の配分を受けることはで
きない。
第31条　同好会は，その年度の活動計画及び活
動結果を総務に提出しなければならない。

第13章　会　　　計
第32条　本会計は会計細則による。

第14章　附　　　則
第33条　本会におけるすべての諸決事項は校長
の承認を経なければならない。

野球，バドミントン，サッカー，
ハンドボール

（文化部）文芸，自然科学，英語，音楽，書道，
美術，写真，演劇，茶道・生花，…
琴，放送，軽音楽 

第23条　クラブには下記の役員を置く。
⑴　ク ラ ブ 長　　１名
⑵　副クラブ長　　１名

第24条　クラブの成立，及び存続には次の条件
を必要とする。
⑴　３年以上同好会として活動した経験があ
る。
⑵　10名以上の部員を保有している。但し部
員10名以下のクラブでも運営上，支障なし
と認められた場合は，この限りではない。
⑶　顧問をもつこと。
⑷　顧問会議，職員会議を経て校長の承認が
ある。
⑸　活動場所がある。

第25条　各クラブは年に１回以上競技会に参加，
または研究発表等を行わなければいけない。

第26条　各クラブは次のものについて，生徒総
会の承認を得なければならない。
⑴　その年度の予算案
⑵　決算報告

第27条　これらの条件を満たさず，またクラブ
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第26条　各クラブは次のものについて，生徒総
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会　計　細　則

第１章　予　　　算
第１条　本会の収入は，済美会費及び雑収入に
よる。
第２条　予算の編成と成立。
⑴　関係部門より予算見積書を２月下旬まで
に提出させる。
⑵　会計局の予算見積書の査定
⑶　会計局に対する復活要求
⑷　予算編成委員会による原案の作成
⑸　会計局は予算案を４月下旬までに作成
⑹　総務による予算案の審議
⑺　総会の承認成立
第３条　予算編成委員会は次の委員により構成
される。
正副会長・会計局長及び会計局員・各委員
長・各クラブ長
第４条　委員会は，直接会員に奉仕する性質上，
それぞれの活動に見合った予算を組めるもの
とする。

第２章　支　　　出
第５条　支出は次の手続きによる。
⑴　責任者（主として委員長・クラブ長）は
定められた日に出納簿に記載し，請求書を

第34条　会則の改正は総会において３分の２以
上の決議を経なければならない。
第35条　会則の運営に必要な細則は別にこれを
定める。
第36条　本会則は，昭和60年４月１日より効力
を発する。

平成20年４月一部改正
平成22年５月一部改正
平成26年５月一部改正
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⑥　大会参加人数が８名以上の時は，団
体券を利用する。
⑦　列車利用が困難な場合は，クラブ顧
問・クラブ長と会計顧問・会計局との
話し合いのうえ，バス料金を支給する
こともある。
⑧　大会会場が長岡市内にある場合は支
給しない。

２　宿泊費
①　宿泊を認める地域（長岡を起点とし
て）
ア　下越は新潟以遠
イ　上越線は六日町以遠（十日町を含
む）
ウ　信越線は直江津以遠

②　宿泊費は最低日数で計算し，高体連・
高野連の宿泊基準の３分の１を支給す
る。

③　一日で終了する大会でも試合開始時
刻に間に合わない時は，前日の宿泊を
認める。後泊は原則として認めない。

３　大会参加費・登録費・分担金について
は，⑴の１に該当する大会には３分の１
支給する。

⑶　支給方法
１　大会終了後，大会要項・メンバー表の
写しを貼付した請求書を会計局に提出する。

作成し，請求書をそえ顧問の認印を得た上，
会計局に提出する。

⑵　会計局は提出された記載事項につき予算
品目，その他の面より検討する。

第６条　運動クラブの遠征費の支給は次のよう
にする。
⑴　支給対象
１　支給対象の大会は年県内３回・県外２
回までとする。ただし，県外大会につい
ては高体連の主催もしくは共催のものと
する。

２　支給対象となる者は，正選手・補欠（要
項に規定する人数）・マネージャー１名
とする。

⑵　支給額
１　交通費
①　交通費は本校からの最短距離で計算
する。
②　交通費は必要経費の３分の１を補助
する。
（必要経費とは，高体連・高野連より
の補助を除いたものとする）
③　県内の特急・急行は認めないが，宿
泊が認められる地域で特急・急行を使
用すれば日帰りが可能な場合支給する。
④　県外は特急料を認める。
⑤　学割を利用できる場合には利用する。
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⑶　家の火災のとき。
第11条　金額は次のようにする。
⑴　会員の死亡・家の火災は５, 000円。
⑵　会員の父母の死亡は３, 000円。

第５章　会 計 監 査
第12条　総務によって選出された会計監査委員
は，年２回会計検査を行い物品検査も兼ねて
行う。

第６章　会 計 年 度
第13条　この会計年度は毎年４月１日に始まり，
翌年３月31日に終わる。

第７章　附　　　則
第14条　本細則の変更は総務の審議を経て総会
の議決によらなければならない。本細則は昭
和59年５月10日より発効する。
平成16年４月１日一部改正
平成22年５月一部改正

２　県外大会の場合，大会要項・メンバー
表の写しを貼付した概算書を大会１週間
前までに会計局に提出し承認をえる。

３　支払いは会計局より会計顧問を通じク
ラブ顧問に行う。

第７条　文化クラブの遠征費の支給は次のよう
にする。
⑴　支給対象の大会は年県内３回・県外２回
までとする。ただし，県外大会については
高文連の主催もしくは共催のものとする。
参加人数は15名まで認める。音楽クラブ

については40名以内とする。
⑵　支給額・支給方法については，運動クラ
ブに準ずる。

第３章　決　　　算
第８条　会計局・会計顧問は年度末の締め切り
をまって本会の収支決算報告書を作成して総
務に提出しなければならない。
第９条　会計局は前条決算報告書を総会に提出
しなければならない。

第４章　慶　　　弔
第10条　会員の慶弔に関する事項は次のように
する。
⑴　会員の死亡のとき。
⑵　会員の父母の死亡のとき。
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受付締切の翌日，掲示及び校内放送によっ
てこれを行う。
⑷　投　票
⑸　開　票
⑹　当選者の公示

開票の翌日，掲示及び校内放送によって
これを行う。

第３章　立　候　補
第５条　立候補の権利は，現１，２年生に限る。
第６条　届出は立候補届出用紙により，期間内
に責任者が選挙管理委員会に届け出る。

第４章　責　任　者
第７条　責任者は，立候補者及び運動員の行動
の一切の責任と立会演説，開票への出席，選
挙録への署名の義務を負う。ただし，署名に
ついては本細則第23条による異議申し立てを
行う場合にのみこの限りではない。

第５章　選 挙 運 動
第８条　選挙運動は，届出後に開始する。
第９条　選挙運動は，立会演説，応援演説及び
ポスター貼付とする。
第10条　ポスターは所定のものとする。
第11条　校外において，あらゆる選挙運動をし
てはならない。

選　挙　細　則

総　　　則
本規則は済美会会則に基づき，会長及び副会
長の選挙事務を管理する選挙管理委員会の業務
を明確にし，その運営を円滑にすることを目的
とする。

第１章　選挙管理委員会及び
選挙管理委員

第１条　会則及び本細則に基づき，選挙管理事
務を行う。
第２条　選挙管理委員は，被選挙権を有しない。
第３条　選挙管理委員は，一切の選挙運動をし
てはならない。

第２章　選挙管理業務
第４条　選挙管理業務は，原則として下記に従
う。
⑴　選挙期日の公示

投票日の２週間前までに掲示及び校内放
送によってこれを行う。

⑵　立候補者の受付
公示後ただちに開始し，投票日の６日前

までとする。
⑶　立候補者名の公示
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⑵　候補者以外の氏名及び事項を記入したも
の。
⑶　何人を記載したか明確でないもの。
⑷　白紙のもの。

その他のものについては，選挙管理委員
会と立会人との合議により選挙管理委員会
がこれを決する。

第８章　異 議 申 立
第23条　責任者は選挙全般につき，選挙管理委
員会に異議申立の権利を有する。
第24条　選挙管理委員会は，異議申立を審議し
決定する。

第９章　附　　　則
第25条　本細則の変更は代表協議会の審議を経
て総会の議決によらなければならない。
本細則は，昭和56年４月１日より発効する。

第12条　本章の規定に違反したものは，その選
挙に関する一切の権利を失う。

第６章　投　　　票
第13条　投票者は選挙人名簿によって投票用紙
を会場で受領し投票する。ただし，本規則第
15条に関してはこの限りではない。
第14条　投票は一人一票とし，代理人の投票は
これを認めない。
第15条　選挙期日に投票できない場合にのみ不
在投票を認める。その場合は，選挙管理委員
にその旨を申し出て指示に従う。
第16条　投票用紙は選挙管理委員会で作成する。
第17条　投票は無記名投票とする。
第18条　立候補者が定員と同数の場合は信任投
票とする。

第７章　開　　　票
第19条　選挙管理委員会は，投票終了後，所定
の会場で開票する。
第20条　当選は有効票数の過半数獲得者とする。
立候補者の獲得数が過半数に満たない時は，
上位２名による決選投票を行う。
第21条　開票結果は，投票日の翌日公示する。
掲示及び校内放送によってこれを行う。
第22条　無効投票は次のものとする。
⑴　正規の用紙を用いないもの。
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年間行事計画
学校行事　　　　　済美会行事

４月上旬　１学期始業式
入学式

中旬　身体計測　　　　　クラブ紹介
健康診断　　　　　済美会規約説明

ＨＲ委員決定
クラブ決定
委員会構成
委員会・クラブ
長集会

５月１日　創立記念日　　　　生徒総会
体育祭実行委員
会構成

中旬　中間考査　　　　　壮行式
６月上旬　　　　　　　　　　体育祭
６月下旬～
７月上旬　　　　　　　　　

下旬　１学期終業式　　　スポーツ大会
保護者面談

８月下旬　２学期始業式
９月上旬　　　　　　　　　　済美祭

中旬　　　　　　　　　　生徒会役員選挙公示
下旬　東山大遠足

10月上旬　中間考査　　　　　立会演説会
生徒会役員選挙

済美会組織図

期末考査　　　　　壮行式

会　　　長
副　会　長
書　記　局
会　計　局

会計監査委員

生 活 委 員 会
文 化 委 員 会
体 育 委 員 会
保 健 委 員 会
美 化 委 員 会
図 書 委 員 会
広 報 委 員 会
防 災 委 員 会

体 　 育 　 部
文 　 化 　 部

選挙管理委員会

総

　務

委

　
　員

　
　会

ク
ラ
ブ

ホ
ー
ム
ル
ー
ム

会

　
　
　
　員

総

　
　
　会
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学校行事　　　　　済美会行事
11月中旬　　　　　　　　　　委員会集会
11月下旬　２年期末考査　　　（引き継ぎ）
12月上旬　１，３年期末考査
　　　　　２年修学旅行

下旬　２学期終業式　　　スポーツ大会
１月上旬　３学期始業式

中旬　３年学年末考査
２月上旬　１，２年学年末考査

中旬　１年学校スキー
３月上旬　卒業式

下旬　３学期終業式

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

月　日（　）

行　事　予　定
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第６条　非常災害その他急迫の事情があるとき
は，校長は，臨時に授業を行わないことがで
きる。

第３章　教育課程，授業日数
及び生徒の指導

第７条　本校の教育課程，授業日時数は，学習
指導要領の基準及び委員会が別に定める基準
によって，別表のとおりとする。

２　前項の別表は，毎学年の初めにおいて校長
が定める。

第８条　生徒は，本校の定める生活のきまりを
守らなければならない。

第９条　生徒が，欠席，欠課，遅刻，早退等を
する場合は，所定の手続きを経なければなら
ない。

第10条　生徒が，文化，体育関係の行事に参加
する場合には，校長の許可を得なければなら
ない。

第11条　生徒が，感染症にかかり，又はかかる
おそれがあるときは，校長はその生徒の出席
の停止を命ずることができる。

第４章　成績の評価，単位の認定
及び卒業

第12条　成績の評価，単位の認定は，学習指導
要領の基準に基づいて，生徒の出席状況と平

新潟県立長岡大手高等学校学則（抄）

第２章　学年，学期，授業終始
及び休業日

第４条　学年は，４月１日に始まり，翌年３月
31日に終る。
２　学年を分けて，次の３学期とする。
第１学期　４月１日から７月31日まで
第２学期　８月１日から12月31日まで
第３学期　１月１日から３月31日まで
３　授業終始の時刻は，校長が定める。
第５条　休業日は，次の表のとおりとする。

２　校務の運営上，特に必要があると認めたと
きは，校長は，委員会の承認を得て，休業日
を授業日とし，又は授業日を休業日とするこ
とができる。

１　国の定める祝日
２　日曜日・土曜日
３　学年始休業日　　４月１日から４月６日まで
４　夏季休業日　　　７月27日から８月27日まで
５　冬季休業日　　　12月26日から１月６日まで
６　学年末休業日　　３月22日から３月31日まで
７　新潟県公立高等学校入学者選抜の「学力検査（一般選抜）」が行われる日
８　前各号のほか，新潟県教育委員会（以下委員会）が定めた日
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第６条　非常災害その他急迫の事情があるとき
は，校長は，臨時に授業を行わないことがで
きる。

第３章　教育課程，授業日数
及び生徒の指導

第７条　本校の教育課程，授業日時数は，学習
指導要領の基準及び委員会が別に定める基準
によって，別表のとおりとする。

２　前項の別表は，毎学年の初めにおいて校長
が定める。

第８条　生徒は，本校の定める生活のきまりを
守らなければならない。

第９条　生徒が，欠席，欠課，遅刻，早退等を
する場合は，所定の手続きを経なければなら
ない。

第10条　生徒が，文化，体育関係の行事に参加
する場合には，校長の許可を得なければなら
ない。

第11条　生徒が，感染症にかかり，又はかかる
おそれがあるときは，校長はその生徒の出席
の停止を命ずることができる。

第４章　成績の評価，単位の認定
及び卒業

第12条　成績の評価，単位の認定は，学習指導
要領の基準に基づいて，生徒の出席状況と平

新潟県立長岡大手高等学校学則（抄）

第２章　学年，学期，授業終始
及び休業日

第４条　学年は，４月１日に始まり，翌年３月
31日に終る。
２　学年を分けて，次の３学期とする。
第１学期　４月１日から７月31日まで
第２学期　８月１日から12月31日まで
第３学期　１月１日から３月31日まで
３　授業終始の時刻は，校長が定める。
第５条　休業日は，次の表のとおりとする。

２　校務の運営上，特に必要があると認めたと
きは，校長は，委員会の承認を得て，休業日
を授業日とし，又は授業日を休業日とするこ
とができる。

１　国の定める祝日
２　日曜日・土曜日
３　学年始休業日　　４月１日から４月５日まで
４　夏季休業日　　　７月27日から８月27日まで
５　冬季休業日　　　12月26日から１月６日まで
６　学年末休業日　　３月26日から３月31日まで
７　新潟県公立高等学校入学者選抜の「学力検査（一般選抜）」が行われる日
８　前各号のほか，新潟県教育委員会（以下委員会）が定めた日
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含む。）が住所又は氏名等を変更したときは，
すみやかに校長に届け出なければならない。

第20条　生徒が転学しようとするときは，保護
者は所定の転学願を校長に提出しなければな
らない。

２　校長は，他の高等学校から転学を志望する
生徒があるときは，本校の教育上支障がなく，
かつ，本校生徒として適当と認めた場合は，
これを許可する。

第21条　生徒が外国の高等学校に留学しようと
するときは，保護者は所定の留学願を校長に
提出して，その許可を得なければならない。

２　前項の願い出があったときは，校長は，教
育上有益と認める場合には，留学を許可する
ことができる。

３　校長は，第12条第１項の規定にかかわらず，
前項により留学を許可された生徒について，
外国の高等学校における履修を本校における
履修とみなし，35単位を超えない範囲で単位
の修得を認定することができる。

４　校長は前項の規定により単位の修得を認定
した生徒について，第４条第１項に規定する
学年の途中においても，各学年の課程の修了
又は卒業を認めることができる。

第22条　生徒が，病気その他やむを得ない事由
によって，休学しようとするときは，保護者
は，所定の休学願を校長に提出しなければな

素の成績によって行う。
２　成績評価，単位認定については，校長が別
に規程を定める。
第13条　校長は，本校所定の課程を修了したと
認めた者には，卒業証書を授与する。
２　単位を認定したときは，校長は，必要に応
じ，所定の単位修得証明書を交付する。

第５章　入学，転学，留学，休学
及び退学等

第17条　入学は，校長が許可する。
第18条　入学を許可された者は，入学後５日以
内に，保護者が署名した所定の誓約書及び住
民票の写しを，校長に提出しなければならな
い。
ただし，入学を許可された者が成年者の場

合には，保護者の署名を要しない。
第19条　第18条に規定する保護者とは，未成年
である生徒に対して親権を行う者，親権を行
う者がないときは，後見人で，本校に対して，
生徒に関するいっさいの責任を負うことがで
きる者をいう。
２　生徒が成年年齢に達するまで保護者であっ
た者は，生徒が成年年齢に達した後も引き続
き学校と連携し，生徒の健全育成に努めるも
のとする。
３　生徒若しくは保護者（前項に定める者を
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含む。）が住所又は氏名等を変更したときは，
すみやかに校長に届け出なければならない。

第20条　生徒が転学しようとするときは，保護
者は所定の転学願を校長に提出しなければな
らない。

２　校長は，他の高等学校から転学を志望する
生徒があるときは，本校の教育上支障がなく，
かつ，本校生徒として適当と認めた場合は，
これを許可する。

第21条　生徒が外国の高等学校に留学しようと
するときは，保護者は所定の留学願を校長に
提出して，その許可を得なければならない。

２　前項の願い出があったときは，校長は，教
育上有益と認める場合には，留学を許可する
ことができる。

３　校長は，第12条第１項の規定にかかわらず，
前項により留学を許可された生徒について，
外国の高等学校における履修を本校における
履修とみなし，35単位を超えない範囲で単位
の修得を認定することができる。

４　校長は前項の規定により単位の修得を認定
した生徒について，第４条第１項に規定する
学年の途中においても，各学年の課程の修了
又は卒業を認めることができる。

第22条　生徒が，病気その他やむを得ない事由
によって，休学しようとするときは，保護者
は，所定の休学願を校長に提出しなければな

素の成績によって行う。
２　成績評価，単位認定については，校長が別
に規程を定める。
第13条　校長は，本校所定の課程を修了したと
認めた者には，卒業証書を授与する。
２　単位を認定したときは，校長は，必要に応
じ，所定の単位修得証明書を交付する。

第５章　入学，転学，留学，休学
及び退学等

第17条　入学は，校長が許可する。
第18条　入学を許可された者は，入学後５日以
内に，保護者が署名した所定の誓約書及び住
民票の写しを，校長に提出しなければならな
い。
ただし，入学を許可された者が成年者の場
合には，保護者の署名を要しない。
第19条　第18条に規定する保護者とは，未成年
である生徒に対して親権を行う者，親権を行
う者がないときは，後見人で，本校に対して，
生徒に関するいっさいの責任を負うことがで
きる者をいう。
２　生徒が成年年齢に達するまで保護者であっ
た者は，生徒が成年年齢に達した後も引き続
き学校と連携し，生徒の健全育成に努めるも
のとする。
３　生徒若しくは保護者（前項に定める者を
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⑵　面接は，管理職１名・転編入学年２名
の計３名で行う。但し評価は行わない。

第26条　生徒が成年者である場合における第20
条から前条までの規定の適用については，こ
れらの規定中「保護者」とあるのは「当該生
徒」と読み替えるものとする。

第６章　生徒の表彰及び懲戒
第27条　校長は，学業，人物その他について優
秀な生徒を表彰することがある。

第28条　校長は，教育上必要があると認めると
きは，生徒に懲戒を行う。

２　前項の懲戒処分は，退学，停学及び訓告と
する。

３　第２項の退学は，次の各号の一に該当する
生徒に対して行う。
１　性行不良で改善の見込みがないと認めら
れる者

２　学力劣等で成業の見込みがないと認めら
れる者

３　正当な理由がなくて出席が常でない者
４　学校の秩序を乱し，その他の生徒として
の本分に反した者

４　第２項の停学は，性行不良であって，他の
生徒の教育に妨げがあると認められる生徒に
対して行うものとする。

５　第２項の訓告は，教育上必要があると認め

らない。
２　前項の願い出のあったときは，校長が適当
と認めた場合，１ヶ月以上１年以内の期間で，
休学を許可するものとする。
３　休学が１年を超えた場合は，自然退学とす
る。ただし，校長が必要と認めた場合は，引
き続き休学を許可することがある。
第23条　休学中の生徒が，復学しようとすると
きは，保護者は，所定の復学願を校長に提出
し，その許可を得なければならない。
第24条　生徒が，退学しようとするときは，保
護者は，所定の退学願を校長に提出して，そ
の許可を得なければならない。
２　いったん退学した生徒の再入学は，退学後
１年以内に願い出て，しかも，再入学の理由
を，校長が適当と認めたときに限り，原学年
以下に入学を許可することがある。
第25条　第１学年途中又は第２学年以上に編・
転入学を志望する者がある場合にはその者が，
相当年齢に達し，当該学年に在学する者と同
等以上の学力があり，かつ，校長が本校生徒
として適当と認めたときに許可することがあ
る。
２　⑴　試験科目は３教科，国語・数学・英語

の試験を行う。問題は各教科で作成する。
各教科で諮って，職員会議で審議し合

否を決定する。
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⑵　面接は，管理職１名・転編入学年２名
の計３名で行う。但し評価は行わない。

第26条　生徒が成年者である場合における第20
条から前条までの規定の適用については，こ
れらの規定中「保護者」とあるのは「当該生
徒」と読み替えるものとする。

第６章　生徒の表彰及び懲戒
第27条　校長は，学業，人物その他について優
秀な生徒を表彰することがある。

第28条　校長は，教育上必要があると認めると
きは，生徒に懲戒を行う。

２　前項の懲戒処分は，退学，停学及び訓告と
する。

３　第２項の退学は，次の各号の一に該当する
生徒に対して行う。
１　性行不良で改善の見込みがないと認めら
れる者

２　学力劣等で成業の見込みがないと認めら
れる者

３　正当な理由がなくて出席が常でない者
４　学校の秩序を乱し，その他の生徒として
の本分に反した者

４　第２項の停学は，性行不良であって，他の
生徒の教育に妨げがあると認められる生徒に
対して行うものとする。

５　第２項の訓告は，教育上必要があると認め

らない。
２　前項の願い出のあったときは，校長が適当
と認めた場合，１ヶ月以上１年以内の期間で，
休学を許可するものとする。
３　休学が１年を超えた場合は，自然退学とす
る。ただし，校長が必要と認めた場合は，引
き続き休学を許可することがある。
第23条　休学中の生徒が，復学しようとすると
きは，保護者は，所定の復学願を校長に提出
し，その許可を得なければならない。
第24条　生徒が，退学しようとするときは，保
護者は，所定の退学願を校長に提出して，そ
の許可を得なければならない。
２　いったん退学した生徒の再入学は，退学後
１年以内に願い出て，しかも，再入学の理由
を，校長が適当と認めたときに限り，原学年
以下に入学を許可することがある。
第25条　第１学年途中又は第２学年以上に編・
転入学を志望する者がある場合にはその者が，
相当年齢に達し，当該学年に在学する者と同
等以上の学力があり，かつ，校長が本校生徒
として適当と認めたときに許可することがあ
る。
２　⑴　試験科目は３教科，国語・数学・英語

の試験を行う。問題は各教科で作成する。
各教科で諮って，職員会議で審議し合

否を決定する。
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られる生徒に対して行うものとする。

第８章　授業料，入学料及び 
入学考査料

第30条　授業料，入学料及び入学考査料の徴収
は，新潟県立学校条例（以下「県立学校条例」）
に定めるところによる。
第31条　授業料等の未納者に対する出席停止又
は除籍措置は，新潟県立学校管理運営に関す
る規則に定めるところによる。
第32条　授業料及び入学料の減免は，県立学校
条例に定めるところによる。

22521-1-4.indd   58-59 2024/01/23   10:48


